
平成 ２２年（２０１０）３月〈２０〉

有
効
期
限
は
７
月　

日
ま
で
と
な

３１

っ
て
い
ま
す
が
、
自
己
負
担
割
合

が
４
月
１
日
以
降
も
据
え
置
か
れ

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
現
在「
１

割
」負
担
で
あ
る
人
に
は
３
月
中

に
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付

し
ま
す
。

　

４
月
か
ら
医
療
機
関
等
で
受
診

す
る
場
合
に
は
、
新
し
い
高
齢
受

給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
一
緒
に

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。「
２
割（
平
成　

年
３
月

２２

　

日
ま
で
は
１
割
）」と
記
載
さ
れ

３１た
高
齢
受
給
者
証
は
、
保
険
課
、

各
地
域
局
、
ま
た
は
地
域
市
民
セ

ン
タ
ー
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お「
３
割
」と
記
載
さ
れ
た
高

齢
受
給
者
証
は
、
引
き
続
き
有
効

期
限
ま
で
ご
使
用
い
た
だ
け
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
健
康
保

険
係
（
�
�
０
２
５
８
）

岡
山
県
医
療
費
受
給
資
格
証

（
ひ
と
り
親
家
庭
等
・
乳
幼
児
）

を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資

格
証
を
お
持
ち
の
人

　

満　

歳
に
な
っ
た
人
、
高
校
等

１８

固
定
資
産
税
に
係
る　
　

土
地
・
家
屋
価
格
等
の
縦
覧

　

平
成　

年
度
の
固
定
資
産
税
算

２２

定
の
基
礎
と
な
る
、
土
地
・
家
屋

価
格
等
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間
…
４
月
１
日
�
〜　
３０

日
�
の
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５

３０

時　

分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

１５
除
く
）

▽
縦
覧
場
所
…
税
務
課（
市
内
全

域
の
土
地
・
家
屋
）、
各
地
域
局
地

域
振
興
課（
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
局

管
内
の
土
地
・
家
屋
の
み
）

▽
縦
覧
対
象
者
…
固
定
資
産
税

（
土
地
ま
た
は
家
屋
）の
納
税
者
と

そ
の
同
居
親
族
、
ま
た
は
納
税
管

理
人

▽
縦
覧
に
必
要
な
も
の
…
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
、
縦
覧

者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
固
定
資

産
税
係
（
�
�
０
２
１
６
）

国
民
健
康
保
険
高
齢　

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る　

〜　

歳
未
満
の
人
が
現
在
お

７０

７５

持
ち
の
高
齢
受
給
者
証（
白
色
）の

税
金

�

春の交通安全運動 ４月６日（火）～１５日（木）

　４月６日�から１５日�までの１０日間、全国一斉に春の交通安全運動が展開
されます。また、４月１０日�は交通事故死ゼロを目指す日です。みんなで交
通ルールの遵守を呼び掛け、交通安全運動の輪を広げていきましょう。

岡山県民運動のスローガン

「ゆずりあう　心で走る　岡山路」
最重点目標　子どもと高齢者の交通事故防止
重点目標
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○自転車の安全利用の推進　　　　○飲酒運転の根絶
○交差点における正しい通行の徹底

　期間中は、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付けることにより、
市民の皆さんに交通事故防止の徹底を呼びかけていきます。

■問い合わせ　高梁市交通安全対策協議会事務局（市民環境課内��０２５４）

生
活



平成 ２２年（２０１０）３月〈２１〉

　満２０歳以上の人は、国民年金に加入しなければなりません。

　しかし、満２０歳以上であっても、本人の所得が一定額以下の学生について

は、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高

等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年限１年以上である

課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。また、夜間・定時制

課程や通信制課程の人も含まれますので、ほとんどの学生が対象になります。

　学生納付特例の承認期間は、４月から翌年３月までの年度単位です。在学

期間中は、毎年度申請手続きが必要ですが、４月初旬に送付される再申請用

紙で手続きを行えば、学生納付特例が１年間継続されます。

　また、学生でない満３０歳未満の人には、本人および配偶者の所得が一定額

以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」が

あります。

　詳しくは、お問い合わせください。

「学生納付特例制度」と
「若年者納付猶予制度」

を
卒
業
し
た
人
、
ま
た
子
ど
も
全

員
が
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
保
護
者

は
資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

※
満　

歳
以
上
で
、
現
在
、
高
校

１８

等
に
在
学
中
の
人
は
、
引
き
続
き

受
給
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

乳
幼
児
等
医
療
費
受
給
資
格
者
証

を
お
持
ち
の
人

　

小
学
校
を
卒
業
す
る
児
童
は
３

月
末
日
で
資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

　

他
の
公
費（
ひ
と
り
親
家
庭
等
・

心
身
障
害
者
）
の
受
給
資
格
者
に

は
、
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の

で
、
交
付
申
請
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
間
の
切
れ
た
受
給
資
格

証
は
、
子
ど
も
課
、
各
地
域
局
地

域
振
興
課
、
ま
た
は
各
地
域
市
民

セ
ン
タ
ー
へ
返
却
し
、
４
月
以
降

に
医
療
機
関
等
へ
提
示
し
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

子
ど
も
課
子
ど

も
支
援
係
（
�
�
０
２
８
８
）

農
林
作
物
の
被
害
防
止

　

市
は
、
大
切
な
農
林
作
物
を
野

《
野
猪
等
捕
獲
柵
設
置
事
業
》

▽
対
象
…
集
落
お
よ
び
猟
友
会
が

有
害
鳥
獣
捕
獲
柵（
１
基
当
た
り

５
万
円
以
上
）を
購
入
、ま
た
は
設

置
し
た
場
合
。
た
だ
し
捕
獲
柵
の

管
理
者
が
網
・
わ
な
狩
猟
免
許
を

取
得
し
て
い
る
こ
と
。

▽
補
助
率
等（
１
基
当
た
り
）

▽
申
請
に
必
要
な
書
類
…
申
請

書
、
位
置
図
、
見
積
書

■
問
い
合
わ
せ　

防
護
柵
は
農
林

課
農
業
振
興
係
（
�
�
０
２
２

３
）、
捕
獲
柵
は
林
業
振
興
係
（
�

�
０
２
２
５
）、ま
た
は
各
地
域
局

地
域
振
興
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係

協
会
け
ん
ぽ
岡
山
支
部

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

平
成　

年
度
岡
山
支
部
の
健
康

２２

猪
や
野
猿
等
の
有
害
鳥
獣
の
被
害

か
ら
守
る
た
め
、
防
護
柵
お
よ
び

捕
獲
柵
の
設
置
に
対
し
、
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

両
事
業
と
も
予
算
の
範
囲
内
で

の
交
付
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
申
請
く
だ
さ
い
。

《
野
猪
等
防
護
柵
設
置
事
業
》

▽
対
象
…
個
人
設
置
で
１
０
０
㍍

以
上
、
共
同
設
置（
２
戸
以
上
）で

２
０
０
�
以
上
の
防
護
柵
を
設
置

す
る
場
合
。
ま
た
、
個
人
設
置
で

　

�
以
上
、
共
同
設
置（
２
戸
以

３０上
）で　

�
以
上
の
野
猿
侵
入
防

６０

止
柵
を
設
置
す
る
場
合
。

▽
資
材
ご
と
の
補
助
額（
１
�
当

た
り
）

※
た
だ
し
、
新
規
購
入
資
材
費
の

２
分
の
１
以
内

▽
申
請
に
必
要
な
書
類
…
申
請

書
、
位
置
図
、
新
規
購
入
資
材
の

見
積
書

●●●●●●●●国民年金

■問い合わせ　市民環境課戸籍住民係（��０２５２）

　　　　　　　日本年金機構高梁年金事務所（��０５７２）

保
険
料
比
率
は
、現
行
の
８
・　

％
２２

か
ら
９
・　

％
に
変
わ
り
ま
す
。

３８

　

会
社
に
お
勤
め
の
人
は
平
成　
２２

年
３
月
分
保
険
料（
平
成　

年
４

２２

月
末
納
期
分
）か
ら
、任
意
継
続
被

保
険
者
は
平
成　

年
４
月
分
保
険

２２

料
か
ら
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
協
会
け
ん
ぽ
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.k
y
o
u
k

a
ik
e
n
p
o
.o
r.jp
/

）を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ　

協
会
け
ん
ぽ
岡

山
支
部
（
�
０
８
６
�
８
０
３
�

５
７
８
０
）

�

共同設置個人設置区分

２５０円２００円トタン

１６０円１３０円電気柵

１００円８０円網

４５０円３５０円
野猿侵入
防止柵

事業費
限度額

補助率種類

３０万円
購入、設置費
の１／２以内

固
定
柵

２０万円
購入費の
１／２以内

移
動
柵


